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 池島 大策 

 

はじめに――プロジェクトの目的との関連で 

本研究会では、「グローバル・コモンズとしての北極海」を考察対象の一環に組み入れている。

今日の米国や日本における特に安全保障関連の議論の際には、北極海がグローバル・コモンズ

（Global Commons）の一つであるという考え方が暗黙の了解となっているように見受けられる。しか

し、この考え方が前提として成熟しているかは、実は大きな論点の一つである。グローバル・コモン

ズという概念自体、軍事中心の安全保障上の観点に基づく一般的な呼称は別として、まだ曖昧な

部分を多々残しており、国際法上または国際関係論の分野では厳格にいえば、明確に定義され

ているわけではない。 

また、このプロジェクトが日米同盟の役割という文脈からグローバル・コモンズの安定利用を検

討しているなかで、北極海のガバナンスが日米の二国間関係とどのような関連にあり、しかも安全

保障1
に関わる内容をどのように分析すべきかなどについても様々な角度からの考察が必要であ

る。日米同盟といういわば日本と米国との二国間の政治・経済・軍事などの幅広い包括的な関係

が、北極海の現状や今後の在り方とどのような関係を持つようになるのかを検討することも必要とさ

れている。通常、軍事同盟である点が強調されがちな日米同盟が北極海周辺諸国を含む北極

（圏）における安全保障の状況に、どの程度またどのような形態で関与すべきかが問われてもい

る。 

最後に、日本の役割とその強みを活かすことが日本外交の将来にとって重要であり、この点の

検討・分析を行うことがこの研究会の究極のテーマである。したがって、北極海周辺諸国と日本と

いう多数国間関係（場合によっては、北極周辺の各国と日本との二国間関係を含む）、日本と米

国との二国間関係などの他にも、北極に関与する他の諸国（非北極諸国（non-Arctic states））と日

本との関係をも考慮した上で、日本の立ち位置を見極め、将来の課題に対処することが求められ

ているといえる。 

したがって、本稿ではこれらの三つの問題意識を中心に、特に北極（海）に相応しい安全保障

の概念に焦点を絞って、関連のある若干の論点に対する現段階で可能な検討と、それに対する

暫定的な対応の概略だけを述べておく。なお、北極海に関するガバナンス上の論点や類似する

イシューについての検討は、別稿を参照していただきたい2
。 
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１．グローバル・コモンズとしての北極（海）という概念 

グローバル・コモンズとは、国際法上、必ずしも定義の明確な概念とは言えず、一般に、国家の

管轄外にある場所、空間、物などを総称して使われるようになった比較的新しい概念である。国際

法上の類似の概念として議論は尽きないが、公海のような万民共有物（res communis）、深海底及

びその資源に代表される人類の共同の財産（Common Heritage of Mankind: CHM）のようなほぼ

定着したものがあげられるが、厳密にはこれらの概念とも同じではない3
。 

また、グローバル・コモンズという用語は、近時、とりわけ米国及び（米国における最近の流儀に

倣った）日本で安全保障の文脈で多用されるようになった印象があるが、元来、環境保護と国際

化の動きの中で、国際社会において共通の利益のために広く開放された空間や場所とその資源

を一般的に指すことが多かったものである。 

たとえば、2013 年末に閣議決定された「国家安全保障戦略について」4では、「海洋、宇宙空間、

サイバー空間といった国際公共財（グローバル・コモンズ）」という書き方によって、グローバル・コ

モンズが国際公共財の言い換えであるようなニュアンスが感じ取れる。もっとも、この一節では、こ

れらの国際公共財に対する「自由なアクセス及びその活用を妨げるリスクが拡散し、深刻化してい

る」との指摘があるにとどまる。言い換えれば、こうした使い方が最近では多くなっていて、一般化

しつつあることがうかがえる
5
。そして、この「国家安全保障戦略について」では、「北極海では、航

路の開通、資源開発等の様々な可能性の広がりが予測されている」ため、「国際的なルールの下

に各国が協力して取り組むことが期待されている」反面、「国家間の新たな摩擦の原因となるおそ

れもある」と警鐘を鳴らしている6
。しかし、どういう理由で「国家間の新たな摩擦の原因」が生じるか

は直接触れられていない。その前の記述にある「力を背景とした一方的な現状変更を図る動き」や、

「資源の確保や自国の安全保障の観点から、各国の利害が衝突するレジームが増えて」いること

などが想定されているように見受けられるが7
、はたして北極海では本当にそうなのかを検証しなけ

ればならない。 

たしかに、北極海という海洋空間が国際社会（international community）において関係諸国にと

って環境・生態系の保護を始めとした何らかの共通の利害関係を有する場所であるとすれば、もと

もとの意味におけるグローバル・コモンズと称される面があることは否定できない。しかし、半閉鎖

海にあたる北極海の沿岸諸国として直接的な利害関係にあるカナダ、デンマーク、ノルウェー、ロ

シア及び米国の 5 か国（北極 5 か国）がはたして北極海を元来の意味における「グローバル・コモ

ンズ」であると共通して考えているか否かには大きな議論のあるところである。彼らの真意とは別に、

最近の国際世論や研究の動向などを見ると、北極海をグローバル・コモンズの一つに位置づけ、

国際社会が関心を寄せるとともにグローバルな影響を有する場所であると捉えなおそうとする見解

が徐々にではあるが勢いを増してきているようにも見える。こうした「北極海の国際化」ともいうべき
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動きが徐々に進みつつある現状に鑑みると、できれば北極海の沿岸諸国の内々の問題としてお

きたい北極 5か国の思惑と、グローバルな視野と対応を望む国際社会の動向とが、今後の持続可

能な開発、環境保護、平和と安定の確保などにおいて必ずしも一致しないか、場合によっては相

反するときに、北極海の将来が不透明感を増すことになる。 

 

２．北極のよきガバナンスとは 

地球温暖化の影響で生じつつある北極海における環境変化は、北極海沿岸諸国に多大な影

響を及ぼし、北極海における地域の安定と持続可能な発展を大きく左右する。そうした中で、はた

してどのようなガバナンスが北極海には必要でありかつ望ましいのかという点が今問われている8
。 

北極に関するガバナンスとして北極評議会（AC）の設立趣旨や役割9
が、南極に関するガバナ

ンスを担う南極条約体制と異なることは言うまでもない。他方、現行の AC だけが北極海の「よきガ

バナンス」を担っているわけでもない。北極海を規律する法的枠組は、国連海洋法条約（LOSC）

を中心とした海洋法、国際海事機関（IMO）のような国際組織・機関等で採択される関連規範など

のほか、各沿岸国法令などの網の目により複層的に成り立っている10
。 

北極海では、沿岸国の対内的及び対外的な利益の調整が当面の重要な課題であることは変

わらないが、これに沿岸付近の諸国、北西及び北東を含む北極海航路の利用国（船舶の旗国だ

けに留まらない）など以外にも、何らかの利害関係を有する国が経済や環境の分野を始めとした

様々な要因から、ステークホルダー（利害関係者）として関与する度合いが増している。それにつ

れて、何らかの法的秩序に基礎を置く安定した「よきガバンナンス」が国際社会では広く期待され

るようになっている。ただ、問題は、そのガバナンスの方向性が必ずしも明確になってはいないこと

であり、特に AC の北極 5 か国（Arctic 5）や北極海周辺諸国の間で重視する力点を国際協力に

置くか、軋轢を覚悟の上で国家主権に置くかで意見の収斂が必ずしも見られないことにある11
。こ

の点は、安全保障（セキュリティ）の分野では特に顕著なイシューであり、そもそも北極海における

安全保障の概念がいかに多様かつ複雑であるかを物語るものである12
。 

一般に北極海における安全保障を論じる際に、従来の軍事的対立や軍拡競争を扱う安全保

障の問題以外にも、気候変動の結果生じる環境問題、汚染に由来する環境問題、天然資源開発

に伴って生じるエネルギー問題、人間の生存に関する人間の安全保障（human security）なども含

めて、多様な安全保障の概念とそれに対する対応が今世紀の国際社会全体で問われていること

に留意しなければならない13
。しかも、AC 内部でも安全保障に関する発想の根源は同じとは言え

ず、北極 5 か国が自国の国家主権と国家安全保障を中心に考えている傾向があるのに対して、

その他の ACの 3か国はより広義の安全保障とそのための国際協力に主眼を置いていると考えら

れることが指摘されている14
。言い換えれば、ACの原加盟国である 8か国（Arctic 8）でさえ、経済
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的にも、政治的にもまた軍事的にも単一・同一の国際的な組織に加盟しているわけではなく、安

全保障に関する共通の基盤を必ずしも持っていない以上15
、北極海の地域特有の事情を織り込

んだより包括的な安全保障観（軍事に限定されない）とそれを実施するための枠組みや仕組みが

いずれ必要となるということである。 

したがって、北極における安全保障では、主権国家の存立に関わる安全保障という従来の考え

方以外にも、地球全体の利益に関わるグローバルな安全保障、北極海周辺の地域に特有のリー

ジョナルな安全保障といったものまでも現在では、関係諸国すべてを巻き込んで考慮しなければ

対応しきれない状況となっている。前者の従来型の安全保障については、冷戦後も続く米ロ両核

大国の対峙という現実に伴って、おそらくは当分の間今後も続くものであり、伝統的な安全保障観

を基礎に対応することが中心となるであろう。他方で、後者のより広範で複雑なグローバル及びリ

ージョナルな安全保障については、北極海における越境環境侵害や捜索・救助のようなイシュー

に対しては国家主権の壁を越えた国際協力を必要とし、いずれの国にとっても直接・間接に様々

な影響があることになるため、対話と協力の実施のための機会の確保・増大がますます喫緊の課

題となっている。実は、こうした広い意味における安全保障（セキュリティ）という考え方こそ、グロー

バル・コモンズとしての北極（海）を考えるうえで不可欠な発想であるにもかかわらず、日本におけ

る最近の各種見解では、比較的疎んじられているように見受けられる。 

以上より、北極海のよきガバナンスのためには、各関係国の安全保障と国際社会全体・地域全

体にも及ぶ安全保障という両者を加味した仕組みの整備とその実施の確保に向けた国際協力が

必要となるであろう。 

 

３．沿岸諸国や関係諸国の動向 

（１）沿岸諸国の動向の概略 

北極海における沿岸諸国の中でも、米国は唯一、LOSC の締約国にはまだなっていない16
。米

国は、アラスカ州が地理的には最も関係があるにすぎず、これまで他国に比べて国家戦略自体が

手薄な印象があった。そのため、米国は特にオバマ政権になってから北極地域に関わる外交政

策をより明確にし始めたが、航行の自由のほかに自国安全保障上の利益を確保するため、下記

に述べるように 2013年にはその具体的な施策へとつなげるための方針をいくつか示し始めた。 

 他方、沿岸諸国として長く自国の沿岸における規律を強化してきたカナダとロシアには、環境

と開発の点で対照的ともいえる興味深い姿勢が見られる。カナダは、環境保護の観点から北西航

路の水域を厳格な規制に服する内水として扱い、環境保護の点を重視した沿岸管轄権の行使を

厭わず、自国の「北極主権」（Arctic sovereignty）の保護こそが第一の国益と考える立場から、安

全保障上の観点でも伝統的及び非伝統的な安全保障を併せて確保する道を考えている
17
。 
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北極 5か国の中でも最長の海岸線で北極海に面するロシアは、北極海航路の開発と利用に積

極的で、独自の管理方式により沿岸への支配を自国権益に直結させている反面、新規の 2013年

版「2020年までの間のロシア連邦の北極地帯の開発及び国家安全保障の確保のための戦略」に

おいては 2008 年版の「2020 年まで及びそれ以降の北極におけるロシア連邦の政策の基盤」より

もさらに軍事的な意味における安全保障政策を推し進める姿勢を見せている18
。 

非北極諸国である中国や韓国は、2013 年に日本などと同時に北極評議会（AC）から常任オブ

ザーバーの地位を付与され、近年の北極海航路への積極的な関与に見られるように、いわゆる北

極外交を推進する積極的な姿勢が顕著である。日本は、北極担当大使を配置するなど漸く北極

外交を進めるのに本腰を入れ始めたようだが19
、やや出遅れた感を払拭するには得意の科学調

査や環境保護技術などの分野で貢献を進める以外の道を、総力戦で具体的に探らねばならな

い。 

以下では、特に最近になって北極に関わる国家戦略を具体化させつつある米国の動きと、北

極開発に積極的に進出してきている中国の動向を概観しておく。これにより、米国の北極政策を

吟味したうえで、日米安保条約を核とする日米同盟下において、北極をめぐり顕著な動きを見せ

る中国の立場をどうとらえるべきかを考察しながら、同時にグローバル・コモンズとしての北極海の

置かれた安全保障環境をどうとらえるべきかを考えるための素材を整理しておくことにする。 

 

（２）米国の立場 

まず、米国は、2013 年 5 月にオバマ大統領の政権下における「北極地域のための国家戦略」

を公にしているが
20
、その中で北極をめぐる事項に関して順位付けを行い、国内的に統一した施

策をとりながら国際的な対応を進めることを示した
21
。この「北極地域のための国家戦略」は、2010

年 5 月の「国家安全保障戦略」22を具体化し、気候変動に伴って生じる北極の新たな環境に対処

すべく、（1）安全な商業・科学活動から国防に及ぶ広範な安全保障上の国益を推進すること、（2）

北極地域の管理責任を全うすること、及び（3）二国間関係や多数国間機関を通じて国際協力を

強化することを努力目標に、海・空の双方における航行・飛行の自由に基づく地域の平和と安全

の確保、入手可能な最善の情報を利用した意思決定、関係方面との連携強化などを指針とする

ことなどを主な内容としている。 

この戦略自体は総花的で具体性に欠けるともいえ、従来米国自体が北極に対して一層積極的

な姿勢を示すことを望む声も少なくなかっただけに
23
、国益の確保と国際協力を念頭に置いてい

ることが当該戦略に示されていることは理解できる。同時に、この戦略の中でオバマ大統領が「北

極は平和で安定しており、争いのない地域である」と冒頭に述べていることを受けて、国防総省

（ペンタゴン）が 2013年 11 月に公にした「北極戦略」24は、現在の北極の状況に照らして国家の
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安全保障を確保するには、自国だけでは不可能であって国際法に従って同盟国やパートナー国

との連携が必要であることを率直に認め、人間の安全保障と環境安全保障との間にバランスがと

れた取組みを推進していく旨、述べている。そして、官民のセクターを問わず、アラスカ州や連邦

政府が一体となって共同で対処していくことを模索する内容となっている25
。 

さらに、北極に関する米国の国防戦略上も、同盟国やパートナーとの連携と協力の促進強化に

よって、多様な課題に対応する体制を整えておくことが謳われ、北極における今後の気候変動の

度合いや経済状況などの不確定要因を十分考慮し、国家財政状況、国内世論の動向に注意を

払って、透明性と情報共有を通じた信頼醸成に基づく国際協力を強調している点に特徴がある。 

 この「北極戦略」では、やや落ち着いたトーンによる国際協力に向けた取組みを重視する姿勢は、

「軍事的な脅威が比較的低いレベルにある」北極という地域的特性にあり、2008 年のイルリサット

宣言で LOSC 以外の包括的な法的枠組みを新たに必要としないことを確認したという点を繰り返

しながら、軍事関連の安全保障に止まらない人間の安全保障や環境安全保障のような「ソフト・セ

キュリティ」のイシューに ACが対処できることも認めている
26
。したがって、北極の安全保障状況を

過剰なまでに軍事や軍備競争の視点だけで捉えることは米国の現行の北極戦略に合致しないし、

むしろ米国が回避しようとする見方であることが読み取れるのである27
。 

 

（３）中国の立場 

次に、中国の動向に目を向けてみたい。ライジングパワーとも、リターニングパワーとも称される

中国は、北極における航路開発や資源エネルギー探査に強い関心を示し、そのための北極外交

を展開しているともいわれている28
。そのため、中国の動向自体が北極海における安全保障環境

を左右する大きなファクターであると見るような立場は少なくない
29
。中国自身にどのような思惑や

外交方針があるのかについては、公式見解に近いと解されるものもないわけではないが30
、北極

に関する自国の政策を公にしていないため、確たるものはないといえる。その理由として国の政策

自体が確定していないからであるとする見解が多い
31
。また、北極に関する中国の姿勢は、南極

において早くから科学調査に専念してきた姿勢とも同じではないように見える32
。はたして、中国の

北極海への進出は、安全保障上の脅威となるのであろうか。 

中国の北極への強い関心は、1980 年代初頭から主に南極における科学調査が本格的に始ま

ったのからはやや遅れて、90 年代になってから徐々に本格化していたが、2010 年ごろになってよ

うやく世界の注目を集めるようになったにすぎないようである
33
。確かに、中国は 2004年にノルウェ

ーのスヴァルバール島に科学調査基地を初めて設立する以前から、科学調査隊を派遣してきた

結果、これまで既に 5 次（1999年、2003年、2008年、2010年及び 2012年）にわたる調査隊の派

遣という実績も積んでいる34
。中国の砕氷船・雪龍の活躍が注目を浴びると同時に、中国の習近
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平国家主席や李克強首相といった国家の首脳らによる近年の北欧諸国への訪問は、北極圏開

発の利益をめぐる自国の足場を二国間外交によって固めつつ、AC を始めとした多数国間による

ルール作り等の場での発言権の確保や影響力の強化に資するものともいえようが、話はそう単純

ではない。こうした中国の進出を、気候変動などの環境要因、航路やエネルギー・資源開発に伴

うビジネス機会の到来
35
、そして、既存の法規範（LOSC を中心とした）に基づくガバナンスの維持

の諸点を主たる動機づけとする立場もあるが、その動向を脅威と見るか、好機と見るかにつき評価

が分かれているのが現状である。 

2010年 3 月 5日に中国の尹卓海軍少将が「国連海洋法条約に照らして、北極点及びその付近

の地域は、いずれの国家にも属さないものであって、全世界の人民の共同の財産である」と述べ

たことが報道された
36
。そのため、この発言は様々な憶測を呼び、北極周辺国を含む関係国にと

って中国の「野望」や「脅威」と受け止められたフシがある。中国が、日本と同時に AC への常任オ

ブザーバー参加の資格を認められたことや、領土紛争のある東シナ海・南シナ海37
などの周辺海

域において近隣諸国との軋轢を増している近年の状況から、北極海についてもその野心や積極

的な姿勢ばかりが強調されて伝えられるようにもなっている。 

しかし、中国の北極に対する姿勢の現状は、必ずしも周辺諸国が警戒すべきものではないとい

う冷静な見方が少なくない
38
。上記の科学調査協力などにおける実績、北欧諸国やロシア・カナダ

などの北極周辺諸国との経済開発におけるバイラテラルな連携の強化、AC や LOSC といった法

秩序に基づくガバナンスへの参加とその態様などに照らしてみると、その積極的にも見える姿勢

に脅威だけを読み取る必要もなく、リアリズムの視点に立った別の冷めた見方も各種あって興味

深い。 

たとえば、中国がノルウェー、カナダ、アイスランド等との科学調査協力や経済的連携を強めて

いくにしても、中国の主に経済・技術力に対するこれらの国々の需要があるからであって、世界第

2 位の経済大国となっている中国の現状をみれば、至極当然の結果ともいえる39
。むしろ、諸般の

理由から、中国の野心や利益を上手く汲み取って中国をACの中に組み込むことで、安全保障上

の過剰反応を回避し、北極における不安定要因を増幅させないように国際協力を進めることの利

益を説く論調もあながち不合理ではない40
。また、中国外交部の胡正跃（Hu Zhengyue）部長助理

がその発言の中で、北極海の沿岸諸国が自国の大陸棚の延伸を過大に行うことに対して注意を

喚起して、中国などの非北極諸国も北極海の深海底部分（CHM）に対してLOSCで認められた正

当な利益を有することを唱えている
41
。しかし、この発言が LOSC の遵守を関係国に迫ると同時

に
42
、発展途上国の立場を「代弁」したものであるとの解釈もあり、他の主要国が行っていないグロ

ーバル・コモンズとしての北極海を際立たせることになったという点で、中国は北極海のよきガバ

ナンスを志向することをアピールするといった独特の役回りを演じている43
ともいえる。さらに、北極
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海における沿岸諸国の管轄権の拡張や大陸棚の延伸申請による権利行使などの状況を危惧す

るように見える中国の立場からすれば、この状況を南シナ海に擬して中国が権利を主張しようとし

ているという見方は両者のまったく異なる法的状況を混同している点で的外れであると評すること

もできる
44
。より突き詰めていえば、国際法上は、中国の、北極海に関わるこれまでの言動が非北

極圏諸国に認められた各種の権利の範囲を逸脱するものであるという証拠はないという立場
45
の

方に客観的で説得力があるといえる。 

以上の検討から、中国自身が自国の北極に関する外交政策や戦略を公にしているか否かや、

また意図的に曖昧な立場をとっているか否かに関わらず、また中国の論者がどのような形で中国

の立場を表明しようと46
、安全保障上の脅威や軍事的な緊張に繋がるような見方だけを強調する

ことはバランスを欠くものであって、米国自身が抱く戦略や方針とも見比べたうえで、やはりもう少

し視野の広い展望を持つことが関係諸国には必要となろう。 

 

４．よきガバナンスの具体化に向けて 

北極海を規律する国際的な法制度の中心は LOSC であると考えられるが、北極海の５沿岸諸

国はイルリサット宣言47
で確認したように、LOSC 以外の何らかの国際的な制度作り（北極の国際

化）には今のところ消極的である。実際、北極海に関わる国際的な枠組みには、AC 及びその内

部でコンセンサスによって採択される勧告などの他にも、各国の国内法令や、各種国際組織・機

関によるソフトローとも呼ぶべき規範が存在している。たとえば、国際海事機関（IMO）や国際船級

協会連合（IACS）のような国際機関・団体による船舶航行関連のガイドライン
48
や国内規則を調和

させるための調整協議のような方式が相当関わっており、AC 主導で採択された捜索救助協定

（2011 年）49や海洋油汚染準備対応協力（2013 年）50以外にも幾つかの法規範の整備がさらにこ

れからも必要とされている。その意味では、IMOにおける極域行動規範（Polar Code）が早期に妥

結されることが当面は重要な課題であるが51
、オタワ宣言により軍事・安全保障の分野を扱わない

ことになっている AC にとって、環境保護と持続可能な開発を両立させる取組みが今後ますます

迅速に具体化されることが望まれよう。 

しかし、安全保障上の課題が北極海のよきガバナンスの上で全くないわけではなく、米国、カナ

ダ、デンマークなどの友好国間における共同演習の実績は徐々に蓄積されており、この分野で個

別の対応が見られるのも事実である。北大西洋条約機構（NATO）
52
の関与について北極沿岸諸

国の中でも温度差はあって、たとえば、カナダは他の北極圏諸国とは異なり、NATO の肩入れを

好まない
53
。ロシアの圧倒的な存在や中国の海洋進出の本格化が見られる昨今、安全保障の概

念自体も多様化、多角化している。ちなみに、中国は当初から北極海がグローバル・コモンズであ

るとの認識の下に、北極海をめぐる外交政策を遂行してきたとの見解もある。 
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北極特有の自然環境や地理的状況のせいもあって、災害や遭難などへの対処のために沿岸

国の海軍や沿岸警備隊が協力・連携し、訓練、通報、情報交換などを通じて対応する実行も積み

重ねられ、上記のように AC 主導の下で捜索救助や海洋油汚染への緊急対処といったソフトな安

全保障関連の仕組み（多数国間合意）は徐々にではあるが蓄積ができてきている。その意味では、

北極海における安全保障の概念は、必ずしも軍事関連の狭いセキュリティだけを意味するもので

はなく、広義のセキュリティとして捉える余地が十分にあるといえる。むしろ、グローバル・コモンズ

としての北極海のよきガバナンスのためには、この広義のセキュリティという概念を通じて関係諸国

間で調整を進める方が共通利益を見出しやすい面があることに留意すべきである。 

  

５．日米同盟との関連性 

以上のような北極の事情に鑑みて、日米同盟が今後いかなる意味を持ちうるかという点を検討

しておくことは、たとえ理論上のことであっても有意義であろう。日米両国が何らかの認識を共有し

ておくことでバイラテラルな関係を、多数国間の共同利益が深く関わるグローバル・コモンズとして

の北極における事項にどのように活かせるかが今後問われる可能性もある。ただし、日米同盟下

で必要とされる集団的自衛権の行使が、現行憲法下で認められる自衛権の行使とどの程度、整

合性をとることができるかは、非常に大きな論点となる。 

日本における集団的自衛権の行使の議論はようやく内実のあるものとなってきたとも言われるが、

それだけにより慎重な議論が行われることが期待される54
。特に、これまで述べてきたような北極の

状況に照らしてみれば、日米同盟の文脈でも議論に上がる集団的自衛権の行使といった軍事

的・国防上のイシューが理論的なものであったとしても、こうしたハードな軍事的なイシューを避け

る努力をしてきた北極圏諸国や関係諸国にとって歓迎されるものかは疑問である。したがって、グ

ローバル・コモンズとしての北極海の事案に日米同盟というバイラテラルな関係を結び付けること

が必要となるか否か、検討を深めていくにしても、安全保障の議論でも非伝統的な形態において

行われる方が現状に違背しない。 

たとえば、集団的自衛権の行使に関して「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」（安

保法制懇）55でも議論された四類型の一つにあたる公海上での米軍艦の防護のケースとして、こ

のケースでいう「公海上」に北極海の公海部分は入るのかが問われることにもなる。またこの四類

型の二つめにあげられる米国に向かう弾道ミサイルの迎撃のケースとして、北極海上空を含む北

極圏を経由するミサイルを迎撃する場合もはたして想定されるのかといった疑問も理論上は生じよ

う。 

安保法制懇で 2013 年 10 月に新たに示された事例の中には、日本に向かうタンカーが通過す

る海峡（シーレーン）で攻撃国が敷設した機雷を有事においても除去できるか否かといったケース
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がある
56
。これに関連して、将来、北極海における航路の利用が本格化してベーリング海峡が「ベ

ーリング門」（Bering Gate）と称されるようなチョーキングポイントとして
57
、ここでいうシーレーンに該

当するか否か、そしてもし該当するということになれば、この機雷除去のケースとして検討する必要

があるかどうかという仮定の問題も浮上することがないわけではないであろう。 

しかしながら、これらのケースは、我が国の置かれた現況から、技術的にも、法理的にも、戦略

的にも無理と困難を伴い、極めて慎重に対応すべき事態ということになろう。北極海においては、

バイラテラルな日米同盟を基礎とした集団的自衛権をも含むような安全保障の概念を北極海にま

で拡張して考えたり、この二国間関係を全面的にまたは中心に安全保障を捉えたりするよりも、む

しろ非伝統型安全保障のための国際協力として、AC を始めとした多数国間の枠組みを中心に、

既存の海洋法や、捜索救助、緊急対応に関連する多数国間合意に基づいた対応として、日本の

国際協力として現行法制下で可能な範囲を探ることをまずは検討する方が現実的なのではない

であろうか。そして、上記の検討内容が、米国自身が日本に期待する日米同盟のあるべき姿とも

合致するか否かをよく見極める必要がある。 

 

おわりに 

このように、より広い視野から見た安全保障（日米同盟の役割や機能をも含めて）の文脈におい

てグローバル・コモンズとしての北極海を捉えなおすと、環境保護や持続可能な開発といった視

点だけでは把握しきれない国際法にも関連する様々な論点がいくつも見えてくることがわかる。し

かも、この広義の非伝統的安全保障の概念こそ、冷戦後の状況や地球温暖化の将来を勘案して、

北極海においては詳細に検討してみる価値があるのではないかと思われる。これらの論点の中に

は、日本国憲法の解釈適用上の論点にとどまらず、憲法の精神を活かす外交政策・戦略を模索

するという課題とともに、中長期的な視野において検討されるべきものが少なくない。 

したがって、北極海をめぐる広義の安全保障（セキュリティ）について、同沿岸諸国だけでなく、

EU や NATO なども広く関心を有していることから分かるように、非北極諸国の一つである日本に

は何が可能で何が不可能か、何をすべきで何をすべきでないかをよく吟味しておかなければなら

ないであろう。なぜなら、こうした広義の安全保障は、日本が北極に関わる外交政策を早急に固め

て今後展開できるよう早期に検討しておくべき重要な課題だからである。 
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－注－ 

 
1 しかも、この安全保障（security）の用語ですら、多様な意味を含んでおり、後に述べるように、伝統

的な意味と非伝統的な意味、または広義と狭義の概念があるので、「セキュリティ」とカタカナで書

いておく方が文脈上は相応しいこともある。 
2 さしあたり最近のものとして、池島大策「第 6章 北極のガバナンス：多国間制度の現状と課題」平成 24年度外

務省国際問題調査研究・提言事業報告書『北極のガバナンスと日本の外交戦略』（日本国際問題研究所、

2013 年 3 月）及び、池島大策「北極圏ガバナンスの課題――法秩序の生成と発展を求めて」『外交』22 号（時

事通信社、2013 年 11 月）46-53 頁、をそれぞれ参照せよ。 
3 こうした概念の分類については、池島大策「公共圏におけるグローバル・コモンズの安定的利用と国

連の役割」『国連研究』第 15 号（2014 年）（近刊）参照。 
4 「国家安全保障戦略について」2013 年（平成 25 年）12 月 17 日国家安全保障会議決定、閣議決定、7

頁以下参照（http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/12/17/20131217-1_1.pdf）

（インターネットサイトの引用は、以下すべて 2014 年 1 月 15 日付）。 
5 この点の指摘は、池島論文・前掲注 3 を参照。 
6 「国家安全保障戦略について」前掲注 4、8 頁参照。 
7 同上、7 頁参照。 
8 北極（海）におけるガバナンスについては、池島論文・前掲注 2 にあるもの以外に、以下を参照。奥

脇直也・城山英明編著『北極海のガバナンス』（東信堂、2013 年）；西元宏治「北極海のガバナンスと

その課題：海域の法的地位・国家間協力の枠組みを中心に」『国際問題』627 号（2013 年）5-21 頁。 
9 AC の設立時に安全保障の事項を扱うべきでないとの宣言が行われている。1996 年 9 月 19 日のオタワ

宣言参照。 
10 池島論文・前掲注 2「北極のガバナンス」63-66 頁及び同「北極圏ガバナンスの課題」49-52 頁。 
11 この点で、国際協力重視の論調が増えつつあるが、各国の戦略や政策を広範に比較検討するものとし

て、以下のものを参照。Ian G. Brosnan, Thomas M. Leschine & Edward L. Miles, ‘Cooperation or Conflict in 

a Changing Arctic?,’ 42 ODIL 173 (2011). 
12 この点を指摘する次の論考を参照。Lassi Heininen, ‘Arctic Security – Global Dimensions and Challenges, 

and National Policy Responses,’ 5 The Yearbook of Polar Law 93 (2013).  
13 この指摘につき、以下のものを参照。Oran Young, ‘Foreword - Arctic Futures: The Politics of 

Transformation,’ Arctic Security in an Age of Climate Change, Edited by James Kraska, Cambridge University 

Press, 2011, pp. xxi-xxvii, at p. xxvi. ほかに、日本のもので以下を参照。石原敬浩「北極海と安全保障」

『国際問題』627 号（日本国際問題研究所、2013 年）49-59 頁。 
14 See Heininen, supra note 12, p. 115. 
15 8 か国のうち、5 か国が北大西洋条約機構（NATO）に、別の 5 か国が北欧理事会（Nordic Council）に、
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